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本県の感染者数
緊急事態宣言を発令

感染拡大緊急警報へ移行
日向・東臼杵圏域

宮崎市

都城市、三股町

日向市・美郷町

1

感染拡大緊急警報
を発令

感染拡大緊急警報を発令

宮崎・東諸県圏域

緊急事態宣言を発令
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延岡・西臼杵圏域 日向・東臼杵圏域 西都・児湯圏域 宮崎・東諸県圏域

小林・えびの・西諸県圏域 都城・北諸県圏域 日南・串間圏域 県全体

分科会が示す指標ステージ４

各圏域の感染状況
（直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数）

3.8
5.0

分科会が示す指標 ステージ３

7.5

日向・東臼杵圏域を
感染急増圏域に指定

宮崎市を
感染警戒区域に指定

日向市・美郷町を
感染警戒区域に指定

宮崎・東諸県圏域を
感染急増圏域に指定

都城市・三股町を
感染警戒区域に指定

2

30.8



国の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、新型コロナウイルス対策の実施に関する６つの指標が示されました。
この指標を基に、感染状況を４つの段階（ステージ１～４）に区分しています。

本県の関連指標の状況は以下のとおりであり、ステージ２の状況にあります。

国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が示す指標における本県の状況
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■都城市・三股町を感染警戒区域
（オレンジ区域）に指定
【指定期間】
6月４日（金）～6月20日（日）を目途
※

感染状況の区分について

6月4日以降 4



【対象地域】県下全市町村
【要請期間】6月20日（日）まで
【要請内容】

①会食は４人以下、２時間以内
②イベントにおける会食等の制限

・会食等の場面の制限
・人数上限5千人かつ収容率50％以下

③高齢者施設・障がい者施設の面会制限
④次の方は、会食は家族などいつも一緒にいる

身近な人とお願いします

行動要請について

5

高齢者、基礎疾患がある方、高齢者施設・障がい者施設・医療機関従事者



飲食店等における営業時間短縮要請について

■対象地域：都城市・三股町

■対象店舗：食品衛生法に基づく営業許可を受けガイドライ
ンを遵守している飲食店等（持ち帰り（テイク
アウト）や宅配（デリバリー）の専門店を除く）

○要請期間 ：５月２１日（金）～６月１０日（木）６月３日（木）

○協力金対象期間：５月２３日（日）～６月１０日（木）６月３日（木）

6

【現在の都城市・三股町における取扱い】

都城市、三股町への営業時間短縮要請
を6月３日（木）で終了
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日向・東臼杵圏域 宮崎・東諸県圏域 都城・北諸県圏域

国の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、新型コロナウイルス対策の実施に関する６つの指標が示されました。
この指標を基に、感染状況を４つの段階（ステージ１～４）に区分しています。営業時間短縮要請期間中の感染の推移

7

要請を延⾧

時短要請
開始

要請を終了

要請を終了

日向・東臼杵圏域 18日

都城・北諸県圏域 14日

宮崎・東諸県圏域 28日

時短要請を
終了するま
での期間

要請を終了

【要請期間】
日向市：4/12～4/30
宮崎市：5/3～5/31
都城市・三股町：5/21～6/3



高い警戒レベルを維持し、
再度の感染拡大を防ぐ！


